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法人概要

役員 9名
うち国家公務員出身者 3名 3名

う ち 現 役 出 向 者 1名 0名

職員

2,145名 うち国家公務員出身者 0名 0名

う ち 現 役 出 向 者 6名 6名

予算

（健康保険勘定）

9兆3345億円

（船員保険勘定）

487億円

うち国からの
財政支出(※)

（給付・拠出金等に
対する定率補助）

1兆1608億円
（健診・事務経費）

154億円

（給付・拠出金等に
対する定率補助）

1兆672億円
（健診・事務経費）

218億円

≪基礎データ≫

≪主な事務・事業≫
事務・事業（※１） 予算(22年度) うち国からの財政支出

保険給付（医療費・手当等）・他制度拠出等 8兆887億円 (※２) 1兆1608億円

健診等の保健事業 853億円 32億円

その他（被保険者証発行、レセプト審査等） 170億円

(※３)           2億円

被保険者証発行等 95億円

レセプト審査 54億円

広報、ジェネリック医薬品使用促進等 20億円

一般管理事務 274億円 121億円

うち健診等の保健事業 (※４) 18億円 (※５)           8億円

≪組織体制≫

＊ 役職員数は22年４月１日現在、予算額は22年度の数値、うち国家公務員出身者（旧社保
庁から移行した1800名を除いた数）・現役出向者についてはそれぞれの年度の４月１日現在、
うち国からの財政支出についてはそれぞれの各年度の数値。

※ 健康保険勘定分を掲載。なお、船員保険勘定は、22年度は法定給付107億円、事務経費
３億円。21年度は３か月間で法定給付22億円、事務経費４千万円。

本部 ４部１室１５グ
ループ（116人）

うち管理部門３部１
室８グループ（68人） 58.6%

地方 47支部
（2029人）

うち管理部門
（491人） 24.2%

監事
（大臣任命）

総務部

企画部

業務部

監査室

都道府県支部長 企画総務部

業務部

監査部門

運営委員会
（大臣任命）

評議会

本部

支部

船員保険協議会
（大臣任命）

※１ 健康保険勘定について記載
※２ 構造的に財政基盤が弱いことに着目した制度的な定率補助

（保険給付の定率補助を7月から13%→16.4%に引き上げる法案が国会審議中）
※３ 国の20年度補正予算で措置された介護保険料上昇抑制施策に係る広報経費
※４ 一般管理事務のうち、人件費及びシステム経費分。人件費は、職員数で按分した額。
※５ 保健事業分として交付されたものではないため、一般管理事務への国からの支出割合を乗じたもの。

システムグループ

保健グループ

船員保険部

【22年度】 【(参考)21年度】

理事
理事長
（大臣任命）

※企画部門は管理部門として整理。

26.1％（全体）

法人に占める
管理部門の割合

このほか
非常勤職員

2,764人



全国健康保険協会（協会けんぽ）の設立の背景・趣旨

○ 平成18年の医療制度改革の際、政府管掌健康保険について、保険者機能の発揮、加入者・事業主の意見反映、
都道府県単位の運営等、効率的な保険運営を図るため、民営化が決定。

○ 平成20年10月、全国健康保険協会が設立。政府管掌健康保険を国から引き継ぎ、運営。

○ 協会は非公務員型法人であり、職員は民間職員。民間から新たに300名を採用。旧社保庁からは、1800名採用。

○ 理事長及び47都道府県支部長にはすべて民間出身者を採用。職員の意識改革を図るとともに、民間のノウハウ
を積極的に取り入れ、業務の効率化やサービスの向上を推進。

・全国一本の保険運営
・現金給付等の現業的な業務が中心
・年金業務と併せて実施

社会保険庁
事業の企画・立案

厚生労働省

・地域の医療費を反映した保険料
率にならない

政管健保 協会けんぽ

理念

問題点

保険者機能が不十分

全国一本の保険運営

・国と保険者の機能が重複
・地方の企画機能が不十分

改革
【20年10月】
政府に代わる民間の保
険者である全国健康保険
協会の設立

【18年11月～20年9月】
設立委員会

【18年6月】
医療制度改革法の成立

・加入者の健康増進
・良質かつ効率的な医療の提供
⇒加入者・事業主の利益の実現

加入者・事業主の関与が弱い

・加入者・事業主の事業運営への
関与が弱い

設立の趣旨

保険者機能の発揮

・国や都道府県の医療政策への意見発信

・加入者の健康づくり

・支部機能の強化

加入者・事業主の意見に基づく運営
・運営委員会・支部評議会での保険料率、事業計画等の
議論

・加入者・事業主の声を聴く取組みを推進

都道府県単位の保険料率
・都道府県単位の医療費を反映した料率の設定

業務の効率化、お客様サービスの向上

・民間組織となり、本部・支部のトップを民間から採用

・本部・支部共同の業務改善提案制度、業務改革会議、
システム改善ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ等

・給付までの日数短縮や任継保険料の24時間納付など
利便性を高める取組みを推進



協会けんぽの事業

○ 被用者のための医療保険の最後の拠り所(健康保険組合を設立できない中小企業等のための健康保険制度)を運営。

○ 健康保険法に定める医療給付や現金給付、高齢者医療確保法に基づく特定健診・保健指導(いわゆるメタボ健診)を実施。

○ 我が国最大の医療保険者として保険者機能を発揮していくため、ジェネリック医薬品の使用促進、レセプト点検、医療費分

析等を実施。今後、更に取組みを強化していく。

法定事業

医療給付

・医療を受けた際、医療費の原則７割給付
【件数：3.7億件、給付額：4兆円】

メタボ健診・保健指導

・生活習慣病予防のための健診・保健指
導を実施（保険者の法定義務）。

※国において健診実施率等の達成目標が定め
られている。その達成度合いに応じて25年度
以降の後期高齢者支援金の加減算が法定。

その他

ジェネリック医薬品の使用促進

レセプト点検

医療費分析

・医療機関等から誤った請求がされていな
いか保険者として点検・確認
【審査効果額▲230億円（21年度見込み）】

・希望カードの送付
【配布枚数：3300万枚】（21年度実績）

・ジェネリック医薬品に切り替えた場合の窓
口負担の軽減額のお知らせ
【通知件数：約170万通（全国展開後の見込み）】

・医療費や健診等のデータを分析し、保健
事業や外部への意見発信に活用
【地域の入院日数や疾病状況等の医療費
分析等（成果は協会ＨＰに掲載）】

医療費等の貸付

・高額な医療費等の支払いに必要な額を
給付金が支給されるまで無利子で貸付
【貸付件数：9013件、貸付額12億円（20年
10月～21年3月）】

※注記のない件数・額は20年度実績

事業所の状況

○全国160万の事業所が加入。約６割が５人
未満、４分の３が１０人未満。

1000人以上

０.０４％

30～99人
５％

10～29人

１６％

５人未満
５８％

100～999人
２％

適用事業所
数160万

5～9人
１９％

事業所の規模別の割合

加入者の状況

○全国3500万人が加入。他の被用者保険に
比べ賃金水準が低い。

協会けんぽ 健保組合 共済組合

385万円 554万円 681万円

被保険者１人当たり標準報酬総額（20年度）

※21年９月現在
※人数は従業員数

現金給付

（傷病手当金・出産手当金）

・病気・ケガや出産で職場を休んだときに
賃金（上限121万/月）の３分の２を支給
【支給件数：98万件､給付額：2046億円】

（出産育児一時金）
・出産時に42万円支給

【支給件数：42万件､給付額：1487億円】

（高額療養費）
・高額医療費の自己負担に対し一定額支給

【支給件数：75万件、給付額：593億円】

（埋葬料）
・死亡時に５万円支給

【支給件数：5.4万件、給付額：27億円】



協会けんぽの運営と財政

加入者・事業主の意見に基づく運営

【構成】
・加入者（３名）、事業主（３名）、有識者（３名）
で大臣が任命
【審議事項】
・事業計画・予算
・都道府県単位保険料率 等

財政の状況

収支の構造

運営委員会

支部評議会

【構成】
・加入者、事業主、有識者（３者同数）で支部
長が委嘱
【審議事項】
・支部の事業計画・予算
・都道府県単位保険料率 等

○加入者等の意見を反映させ、業務の適正な実施を図
るため、運営委員会と支部評議会が法定されている。

※いずれも会議資料・議事録は協会ＨＰに掲載。

※設立以来１年半の間に運営委員会を18回、
支部評議会を１支部当たり約12回開催。

○近年の医療費の増加と保険料収入の横ばい・下落により、赤字構造。
一昨年来の景気悪化により保険料収入の基礎となる平均賃金が大きく低下。

○保険料率は全国平均8.20％から9.34％へ（本年４月の納付分から）。
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見通し

実 績

保険料収入と医療費の推移 １人当たり標準報酬月額の推移

医療費

保険料収入

加入者・事業主の声を聴く取組み

・お客様満足度調査（Web：21年10月、窓口：21年2
月、22年2月）、医療等の加入者意識調査（Web：21
年9月）、健康保険委員（5.8万人）の委嘱、協会け
んぽ対話集会の開催（21年11月）、協会けんぽモ
ニター（約100名） 等

年度

収入（22年度）

支出（22年度）

保険料収入（7.2兆円） 86％ 14％

国庫補助等（1.2兆円）

医療給付（4.0兆円）49％ 拠出金等（3.5兆円） 43％

健診費・保健指導費（809億円）1％、事務経費（488億円）0.6％

国庫補助等のうち法定給付・拠出金等への定率補助が98.7%

注１）22年度協会けんぽ収支ベース（借入金の償還等を除いたもの）
注２）「健診費・保健指導費」は、健診費等の保健事業費（853億円）から健診・保健指

導に要する事務費用（44億円）を除いたもの

（15年度を１とした指数）

1.00

現金給付（0.5兆円）６％


